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函館 市バ ス生 活路 線維 持費 補助 金交 付要 綱  

 

第１ 章  総  則  

 

 （ 趣  旨 ）  

第１ 条  函 館 市 バ ス 生 活路 線維 持費 補助 金に つい ては ，補 助金 等に 係る

予算 の執 行 の 適 正 化 に 関す る法 律（ 昭和 30 年法 律 第 179 号）， 補助 金

等に 係る 予 算 の 執 行 の 適正 化に 関す る法 律施 行令 （昭 和 30 年政令 第

255 号），地 域公 共交 通確 保維 持改 善事 業費 補助 金交 付要 綱（ 平成 23

年３ 月 30 日 付国 総計 第 97 号 ・国 鉄財 第 368 号 ・国 鉄業 第 102 号 ・国

自旅 第 240 号 ・ 国 海 内 第 149 号 ・国 空環 第 103 号 。以 下「 国庫 補助 金

交付 要綱 」 と い う 。）， 北海 道地 域間 幹線 系統 確保 維持 事業 費補 助金 交

付要 綱（ 平 成 23 年７ 月 22 日 付地 交第 66 号。以下「北 海道 地域 間幹 線

系統 補助 金 交 付 要 綱 」 とい う。），令 和３ 年度 北海 道生 活交 通路 線維 持

対策 事業 費 補 助 金 交 付 要綱 （令 和３ 年 12 月 21 日 付交 通第 606 号。 以

下「 北海 道生 活交 通 路 線 補 助金 交付 要綱 」と いう 。）およ び函 館市 補助

金等 交付 規 則 （ 昭 和 62 年 函館 市規 則第 43 号） に定 める もの のほ か，

この 要綱 の 定 め る と こ ろに よる 。  

 （ 定  義 ）  

第２ 条  本 要 綱 に お い て， 次の 各号 に掲 げる 用語 の定 義は ，そ れぞ れ当

該各 号に 定 め る と こ ろ によ る。  

(1) 「地 域 間 幹 線 系 統 」  国庫 補助 金交 付要 綱第 ６条 第１ 項に 基づ く

補助 対象 系統 をい う 。  

(2) 「乗 合 バ ス 事 業 者 」  国庫 補助 金交 付要 綱第 ４条 第１ 項の 「乗 合

バス 事業 者」 をい う 。  

(3) 「補 助対 象期 間」 国庫 補助 金 交付 要綱 第５ 条の「補助 対象 期間 」

をい う。  

(4) 「補 助 対 象 経 常 費 用」  北 海道 生活 交通 路線 補助 金交 付要 綱第 １

条第 ７号 に基 づき 算 出 さ れ た額 をい う。  



 ２ 

(5) 「輸 送 量 」  次 式 によ り算 定さ れた 数値 をい う。  

    平 均 乗 車 密度 ×運 行回 数  

(6) 「広 域 生 活 交 通 路 線」  北 海道 生活 交通 路線 補助 金交 付要 綱第 １

条第 14 号の 「広 域生 活 交 通路 線」 およ び同 要綱 第 21 条第 １号 に規

定す る系 統を いう 。  

(7) 「函 館 市 生 活 交 通 路線 」   北海 道生 活交 通路 線補 助金 交付 要綱 第

２条 の「 北海 道生 活 交 通 路 線確 保維 持計 画」 に位 置付 けら れた 市町

村単 独補 助路 線の う ち 本 市 関係 系統 をい う。  

（ 8) 「市 内 路 線 割 合 」  当該 系統 の総 キロ 程に 対す る本 市に 係る キロ

程の 割合 をい う。  

(9) 「地 域内 フィ ー ダ ー 系 統」 国 庫補 助金 交付 要綱 第 16 条 第１ 項に

規定 する 地域 内フ ィ ー ダ ー 系統 をい う。  

 

第２ 章  地 域 間 幹 線 系 統維 持費 補助 金  

 

 （ 補助 対 象 事 業 者 ）  

第３ 条  補 助 対 象 事 業 者は ，北 海道 地域 間幹 線系 統補 助金 交付 要綱 第２

条第 ２項 に よ る 事 業 者 とす る。  

 （ 補助 対 象 系 統 ）  

第４ 条  補 助 対 象 系 統 は， 補助 対象 期間 に当 該運 行系 統の 運行 によ って

得た 経常 収 益 の 額 が ， 同期 間に おけ る当 該運 行系 統の 補助 対象 経常 費

用に 達し な い 地 域 間 幹 線系 統の うち ，他 の運 行系 統と の競 合区 間の キ

ロ程 の合 計 が 当 該 系 統 の 50％以 上 のも ので あっ て，当該 競合 運行 系統

の輸 送量 の 和 が １ 日 当 たり 150 人を 超え るも のと する 。  

 （ 補助 対 象 経 費 の 額 ）  

第５ 条  補 助 対 象 経 費 の額 は， 次式 によ り計 算さ れた 額と する 。  

 当 該地 域 間 幹 線 系 統 の 補 助対 象経 常費 用か ら経 常収 益を 減じ た額  

            競合 区間 に係 るキ ロ程  
            × 

当該 地域 間幹 線系 統の 総キ ロ程  
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２  平均 乗 車 密 度 が ５ 人 未 満の 地域 間幹 線系 統に つい ては ，当 該運 行系

統の 輸送 量を ５人 で除 し た 数値（端 数切 り捨 て）を運 行回 数と みな し

た場 合の 当該 運行 回数 分 に 相当 する 額と する 。  

 （ 補助 対 象 経 費 の 限 度 額 ）  

第６ 条  補 助 対 象 経 費 の額 は，補 助 対象 経常 費用 の９ ／ 20 に相 当す る 額

を限 度と す る 。 た だ し ，複 数年 単位 で当 該地 域間 幹線 系統 を運 行す る

乗合 バス 事 業 者 を 決 定 して いる 場合 にお ける ２年 目以 降の 補助 対象 経

費の 額に つ い て は ， 前 年度 の補 助対 象経 費の 額（ 前年 度が 複数 年契 約

にお ける 初 年 度 で あ っ て当 該年 度の 始期 から ９月 30 日ま での 期間 が

１年 に満 た な い 場 合 に あっ ては ，当 該年 度の 始期 から ９月 30 日ま での

補助 対象 経 費 の 額 の １ 年間 相当 分の 額） を限 度と する もの とす る。  

 （ 補助 金 の 交 付 の 申 請 ）  

第７ 条  補 助 金 の 交 付 を受 けよ うと する 者は ，地 域間 幹線 系統 維持 費補

助金 交付 申 請 書 （ 別 記 第１ 号様 式） に次 に掲 げる 書類 を添 付し て， 補

助金 の交 付 を 受 け よ う とす る会 計年 度内 に市 長に 提出 しな けれ ばな ら

ない 。  

 (1) 補助 事 業 の 実 績 書 （ 別記 第４ 号様 式）  

(2) 補助 対 象 期 間 に 係 る経 常収 支の 概要 およ びキ ロ当 たり 補助 対象 経

常費 用 表  

(3) 補助 対 象 期 間 に 係 る営 業報 告書  

(4) 補助 対 象 系 統 に 係 る運 行系 統の 概要 およ び補 助申 請額 計算 書  

(5) 国庫 補 助 金 交 付 要 綱に 基づ く補 助金 の交 付申 請書 の写 し  

(6) 国庫 補 助 金 交 付 要 綱に 基づ く補 助金 の交 付決 定お よび 額の 確定 通

知書 の写 し  

(7) 北海 道 地 域 間 幹 線 系統 補助 金交 付要 綱に 基づ く補 助金 の交 付申 請

書の 写し  

(8) 北海 道 地 域 間 幹 線 系統 補助 金交 付要 綱に 基づ く補 助金 の交 付決 定

およ び確 定通 知書 の 写 し  

 (9) その 他 市 長 が 必 要 と 認め る書 類  
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 （ 補助 金 の 交 付 額 ）  

第８ 条  補 助 金 の 交 付 額は ，予 算の 範囲 内に おい て， 補助 対象 経費 の額

の２ ／３ に 相 当 す る 額 に市 内路 線割 合を 乗じ て得 た額 とす る。  

 （ 補助 金 の 交 付 の 決 定 等 ）  

第９ 条  市 長 は 第 ７ 条 の規 定に より 提出 され た申 請書 を審 査の うえ ，こ

れを 正当 と 認 め る と き は，原 則と し て当 該申 請書 を受 理し た日 から 30

日以 内に 補 助 金 の 交 付 の決 定お よび 額の 確定 を行 い， 地域 間幹 線系 統

維持 費補 助 金 交 付 決 定 兼額 の確 定通 知書 （別 記第 ５号 様式 ）に より 当

該申 請者 に 通 知 す る も のと する 。  

 

第３ 章  広 域 生 活 交 通 路線 維持 費補 助金  

 

 （ 補助 対 象 事 業 者 ）  

第 10 条  補 助対 象事 業者 は ，北海 道生 活交 通路 線補 助金 交付 要綱 第４ 条

第２ 項お よ び 第 20 条第 １号 によ る 事業 者と する 。  

 （ 補助 対 象 系 統 ）  

第 11 条  補 助対 象系 統は ，補 助対 象期 間に 当該 運行 系統 の運 行に よっ て

得た 経常 収 益 の 額 が 同 期間 にお ける 当該 運行 系統 の補 助対 象経 常費 用

に達 しな い 広 域 生 活 交 通路 線と する 。  

 （ 補助 対 象 経 費 の 額 ）  

第 12 条  補 助対 象経 費の 額 は ，次 のと おり とす る。  

(1) 補助 対 象 経 費 の 額 は， 補助 対象 経常 費用 から 経常 収益 を減 じた 額

とす る。ただ し ，他 の 運行 系統 との 競合 区間 の合 計 が 50％以 上の 広

域生 活交 通路 線で あ っ て ， 当該 競合 運行 系統 の輸 送量 の和 が１ 日当

たり 150 人 を 超 え る も のに つい ては ，次 式に より 計算 され た額 とす

る。  

 当 該広 域生 活交 通路 線 の 補助 対象 経常 費用 から 経常 収益 を減 じた 額  

    当該 広域 生 活 交 通 路線 の総 キロ 程－ 競合 区間 に係 るキ ロ程  

  × 

         当 該広 域生 活交 通路 線の 総キ ロ程  
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(2) 前号 た だ し 書 の 規 定に より 補助 対象 経費 の額 を算 出す る系 統に あ

って は ， 次 式 に よ り計 算さ れた 額も 補助 対象 経費 の額 とす る。  

 当 該広 域生 活交 通路 線 の 補助 対象 経常 費用 から 経常 収益 を減 じた 額  

競合 区間 に係 るキ ロ程  

         × 

                当 該広 域生 活交 通路 線の 総キ ロ程  

 

２  平均 乗 車 密 度 が ５ 人 未 満の 広域 生活 交通 路線 につ いて は， 当該 運行

系統 の輸 送量 を５ 人で 除 し た数 値（ 端数 切り 捨て ）を 運行 回数 とみ な

した 場合 の当 該運 行回 数 分 に相 当す る額 とす る。  

３  前２ 項 の 規 定 に か か わ らず ，北 海道 生活 交通 路線 補助 金交 付要 綱第

21 条第１ 号ア ま たは ウに 規定 する 要件 に該 当す る系 統（北 海道 生活 交

通路 線補 助金 交付 要綱 第 １ 条第 14 号ウ に規 定す る運 行系 統を 除く 。）

の補 助対 象経 費の 額は ， 北 海道 生活 交通 路線 補助 金交 付要 綱第 21 条

第１ 号ア に規 定す る系 統 に あっ ては ，補助 対象 経常 費 用か ら経 常収 益

を 減 じ た 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 赤 字 額 」 と い う 。） か ら 赤 字 額 に

100 分 の ５ を 乗 じ た 額 を減 じた 額と し， 北海 道生 活交 通路 線補 助金 交

付要 綱第 21 条 第 １号 ウ に 規定 する 系統 にあ って は， 赤字 額か ら， 赤

字額 と第 １項 およ び第 ２ 項 の規 定に より 算出 され る額 との 差額に 100

分の ５を 乗じ た額 を減 じ た 額と する 。た だし ，次の 各 号に 該当 する 系

統の 補助 対象 経費 の額 の 算 定に あた って は，当 該各 号 に規 定す ると お

りと する 。  

(1) 他の 運 行 系 統 と の 競合 区間 の合 計が 50％ 以上 の広 域生 活交 通路 線

で あ っ て ， 当 該 競 合 運 行 系 統 の 輸 送 量 の 和 が １ 日 当 た り 150人 を 超

え る も の は ， 赤 字 額 に 次 式 を 乗 じ た も の を 赤 字 額 と し て 算 出 す る 。 

  当該 広 域 生 活 交 通 路線 の総 キロ 程  －  競合 区間 に係 るキ ロ程  

         当 該 広 域生 活交 通路 線の 総キ ロ程  

(2) 平均 乗 車 密 度 が 次 のア によ り算 出し た数 値に 満た ない 広域 生活 交

通 路 線 に つ い ては ，次の イに より 算 出し た数 値を 運行 回数 とみ なし

た 場 合 の 当 該 運行 回数 分 に 相当 する 額と する 。  

 ア  ５ 人 ×（ 令 和 ３ 年 度 の輸 送人 員÷令和 元年 度の 輸送 人員 ）  



 ６ 

 イ  当 該 運 行 系 統 の 輸 送 量 を ５ 人 ×（ 令 和 ３ 年 度 の 輸 送 人 員 ÷令 和

元年 度の 輸送 人員 ）で 除し た数 値（ 端数 切り 捨て 。た だし ，算 出

され た値 が１ に満 たな い場 合は ，端 数切 り上 げと する 。）  

４  前項 第１ 号に 該当 す る 系 統 にあ って は，次 式に よ り計 算さ れた 額も

補助 対象 経 費 の 額 と す る 。  

競合 区間 に係 るキ ロ程  

赤字 額  × 

         当 該 広 域生 活交 通路 線の 総キ ロ程  

５  第２ 項 の 規 定 は ， 前 項 の計 算に 準用 する 。  

 （ 補助 対 象 経 費 の 限 度 額 ）  

第 13 条  補 助対 象経 費 の 額 は ，補 助対 象経 常費 用の ９／ 20 に相 当す る

額を 限度 と す る 。 た だ し， 複数 年単 位で 当該 広域 生活 交通 路線 を運 行

する 乗合 バ ス 事 業 者 を 決定 して いる 場合 にお ける ２年 目以 降の 補助 対

象経 費の 額 に つ い て は ，前 年度 の補 助対 象経 費の 額（ 前年 度が 複数 年

契約 にお け る 初 年 度 で あっ て当 該年 度の 始期 から ９ 月 30 日まで の期

間が １年 に 満 た な い 場 合に あっ ては ，前 年度 の始 期か ら９ 月 30 日 まで

の補 助対 象 経 費 の 額 の １年 間相 当分 の額 ）を 限度 とす るも のと する 。  

 （ 補助 金 の 交 付 の 申 請 ）  

第 14 条  補 助金 の交 付を 受 け よう とす る者 は，広域 生活 交通 路線 維持 費

補助 金交 付 申 請 書 （ 別 記第 ２号 様式 ）に 次に 掲げ る書 類を 添付 して ，

補助 金の 交 付 を 受 け よ うと する 会計 年度 内に 市長 に提 出し なけ れば な

らな い。  

 (1) 補助 事 業 の 実 績 書 （ 別記 第４ 号様 式）  

(2) 補助 対 象 期 間 に 係 る経 常収 支の 概要 およ びキ ロ当 たり 補助 対象 経

常費 用 表  

(3) 補助 対 象 期 間 に 係 る営 業報 告書  

(4) 補助 対 象 系 統 に 係 る運 行系 統の 概要 およ び補 助申 請額 計算 書  

(5) 北海 道 生 活 交 通 路 線補 助金 交付 要綱 に基 づく 補助 金の 交付 申請 書

の写 し  

(6) 北海 道 生 活 交 通 路 線補 助金 交付 要綱 に基 づく 補助 金の 交付 決定 お



 ７ 

よび 額の 確定 通知 書 の 写 し  

 (7) その 他 市 長 が 必 要 と 認め る書 類  

 （ 補助 金 の 交 付 額 ）  

第 15 条  補 助金 の交 付額 は ，予算 の範 囲内 にお いて ，次 のと おり とす る。 

(1) 本 市 内 で 完 結 す る 系統（以 下「 市内 完結 系統 」と いう 。）にあ って

は，補助 対 象 経 費 のう ち第 12 条第 １項 第１ 号ま たは 同条 第３ 項に 基

づき 計算 され た額 の １ ／ ２ に相 当す る額 に， 同条 第１ 項第 ２号 また

は同 条第 ４項 に基 づ き 計 算 され た額 の２ ／３ に相 当す る額 を加 えた

額と する 。  

(2) 本市 の ほ か 他 の 市 町村 にま たが る系 統（ 以下 「複 数市 町村 系統 」

とい う。）に あ っ て は ，前 号に より 計算 され る額 に，市内 路線 割合 を

乗じ て得 た額 とす る 。  

 （ 補助 金 の 交 付 の 決 定 等 ）  

第 16 条  市 長は 第 14 条 の 規 定に より 提出 され た申 請書 を審 査の うえ ，

これ を正 当 と 認 め る と きは ，原 則と して 当該 申請 書を 受理 した 日か ら

30 日 以内 に補 助 金の 交 付 の決 定お よび 額の 確定 を行 い，広 域生 活交 通

路線 維持 費 補 助 金 交 付 決定 兼額 の確 定通 知書 （別 記第 ６号 様式 ）に よ

り当 該申 請 者 に 通 知 す るも のと する 。  

 

第４ 章  函 館 市 生 活 交 通路 線維 持費 補助 金   

   

 （ 補助 対 象 事 業 者 ）  

第 17 条  補 助対 象事 業者 は ，本市 内に おい て函 館市 生活 交通 路線 を運 行

する 乗合 バス 事業 者で あ っ て，次の 要件 の下 で，当該 補助 対象 系統 を

運行 する 者と する 。  

(1) 渡島 地 域 生 活 交 通 確保 対策 協議 会に おい て， 住民 にと って 必要 と

認め ら れ た 運 行 サ ービ スの 提供 がで きる こと 。  

(2) 函館 市 生 活 交 通 路 線の 運行 にお いて 十分 な安 全性 等の 確保 がで き

るこ と 。  
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 （ 補助 対 象 系 統 ）  

第 18 条  補 助対 象系 統は ，補 助対 象期 間に 当該 運行 系統 の運 行に よっ て

得た 経常 収 益 の 額 が 同 期間 にお ける 当該 運行 系統 の補 助対 象経 常費 用

に達 しな い 函 館 市 生 活 交通 路線 であ り，次の 要件 を満 たす 系統 とす る。 

(1) 当該 系 統 に か か る すべ ての 停留 所が 市内 に設 置さ れて いる 市内 完

結系 統  

(2) 他に 地 域 間 幹 線 系 統， 広域 生活 交通 路線 およ び地 域内 フィ ーダ ー

系統 の補 助の 対象 と な っ て いな い系 統  

(3) 補助 を 受 け よ う と する 年度 の前 年度 の 10月１ 日か ら補 助を 受け よ

う と す る 年 度 の９ 月 30日 ま で継 続し て運 行し，この 期 間に 運行 の内

容 を 変 更 し て いな い系 統 。た だし ，あら かじ め函 館市 生活 交通 協議

会 で の 協 議 に より ，運行 の内 容に 関 する 軽微 な変 更を 認め られ たも

の お よ び 各 種 計画 等に 基 づ く再 編に 関す るも のと して 特に 認め ら

れ た も の は こ の限 りで は な い。  

（補 助対 象 経 費 の 額 ）  

第 19 条  補 助対 象経 費の 額 は ，補 助対 象経 常費 用か ら経 常収 益を 減じ た

額と する 。  

 （ 補助 金 の 交 付 の 申 請 ）  

第 20 条  補 助金 の交 付を 受 け よう とす る者 は，函館 市生 活交 通路 線維 持

費補 助金 交 付 申 請 書（ 別 記 第３ 号様 式）に次 に掲 げる 書類 を添 付し て，

補助 金の 交 付 を 受 け よ うと する 会計 年度 内に 市長 に提 出し なけ れば な

らな い。  

(1) 補助 事業 の実 績書 （別 記第 ４号 様式 ）  

(2) 補 助 対 象 期 間 に 係 る経 常収 支の 概要 およ びキ ロ当 たり 補助 対象 経

常費 用表  

(3) 補助 対象 期間 に係 る営 業報 告書  

(4) 補助 対象 系統 に係 る運 行系 統の 概要 およ び補 助申 請額 計算 書  

(5) 補 助 対 象 系 統 に 係 る運 行系 統別 輸送 実績 およ び平 均乗 車密 度算 定

表  
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(6) その 他市 長が 必要 と認 める 書類  

 （ 補助 金 の 交 付 額 ）  

第 21 条  補 助金 の交 付額 は ，予 算 の範 囲内 にお いて ，系統 ごと の補 助 対

象経 費の ３ 分 の １ に 相 当す る額 （一 円未 満切 り捨 て） とす る。  

 （ 補助 金 の 交 付 の 決 定 等 ）  

第 22 条  市 長は 第 20 条 の 規 定に より 提出 され た申 請書 を審 査の うえ ，

これ を正 当 と 認 め る と きは ，原 則と して 当該 申請 書を 受理 した 日か ら

30 日 以内 に補 助 金の 交 付 の決 定お よび 額の 確定 を行 い，函 館市 生活 交

通路 線維 持 費 補 助 金 交 付決 定兼 額の 確定 通知 書（ 別記 第７ 号様 式） に

より 当該 申 請 者 に 通 知 する もの とす る。  

 

附  則  

この 要綱 は ， 平 成 30年 12月４日 から 施行 する 。  

附  則  

この 要綱 は ， 平 成 31年 ３月 31日 から 施行 する 。  

附  則  

この 要綱 は ， 令 和 元 年 11月 20日 から 施行 する 。  

附  則  

この 要綱 は ， 令 和 ３ 年 １月 19日 から 施行 する 。  

附  則  

この 要綱 は ， 令 和 ３ 年 12月 22日 から 施行 する 。  

 附  則  

この 要綱 は ， 令 和 ４ 年 ４月 １日 から 施行 する 。  

 



 別記第１号様式 

 
 

    年度 地域間幹線系統維持費補助金交付申請書 
 
                                  年  月  日  
 
  函館市長         様 
 
                        住所 
                    申請者 
                        氏名または団体名 
                        および代表者氏名          
 
 
   地域間幹線系統維持事業に関し，補助金の交付を受けたいので，函館市バス生活路線維持

費補助金交付要綱第７条の規定により，関係書類を添えて申請します。 
 
 
                    記                     

                                           
 １ 補助事業の目的および概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２ 補助事業の着手および完了の日 
 
     着 手      年  月  日 
 
     完 了      年  月  日 
 
 
 
 ３ 補助事業に要する経費   金          円 
 
 
 ４ 補助金交付申請額     金          円 
 
 
 
 

 

  



 別記第２号様式 

 
 

    年度 広域生活交通路線維持費補助金交付申請書 
 
                                  年  月  日  
 
  函館市長         様 
 
                        住所 
                    申請者 
                        氏名または団体名 
                        および代表者氏名          
 
 
   広域生活交通路線維持事業に関し，補助金の交付を受けたいので，函館市バス生活路線維

持費補助金交付要綱第１４条の規定により，関係書類を添えて申請します。 
 
 
                    記                     

                                           
 １ 補助事業の目的および概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２ 補助事業の着手および完了の日 
 
     着 手      年  月  日 
 
     完 了      年  月  日 
 
 
 
 ３ 補助事業に要する経費   金          円 
 
 
 ４ 補助金交付申請額     金          円 
 
 
 
 

 

  



 別記第３号様式 

 
 

    年度 函館市生活交通路線維持費補助金交付申請書 
 
                                  年  月  日  
 
  函館市長         様 
 
                        住所 
                    申請者 
                        氏名または団体名 
                        および代表者氏名          
 
 
   函館市生活交通路線維持事業に関し，補助金の交付を受けたいので，函館市バス生活路線

維持費補助金交付要綱第２０条の規定により，関係書類を添えて申請します。 
 
 
                    記                     

                                           
 １ 補助事業の目的および概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２ 補助事業の着手および完了の日 
 
     着 手      年  月  日 
 
     完 了      年  月  日 
 
 
 
 ３ 補助事業に要する経費   金          円 
 
 
 ４ 補助金交付申請額     金          円 
 
 
 
 

 

  



 別記第４号様式 

 
 

補 助 事 業 の 実 績 書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 申 請 者 の 概 要         
 
 
 
 
 
 

 
 
 設立年月日      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 構 成 員      
 

 
 営む主な事業 
 
 
 

 
 
 
 
 
 補 助 事 業 
 の 内 容 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 補 助 事 業 の 

 実 施 に よ る 効 果 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 備 考         
 

 
 
 
 

  
 
 （注） １．この様式は，補助金の交付を申請する場合に使用すること。 
     ２．補助事業の内容は，詳細に記載すること。（別紙も可） 
     ３．その他必要と認めた書類を添付すること。     
 
 

 



 別記第５号様式 

 

 
    年度 地域間幹線系統維持費補助金交付決定兼額の確定通知書 

                             
                              函     
                                  年  月  日 
 
          住所 
  補助事業者 
          氏名または団体名 
          および代表者氏名 
 
                       函館市長             印 
 
 

 

      年  月  日付けで申請のあった地域間幹線系統維持費補助金については，内

容精査の結果，次のとおり交付することに決定し，同額で補助金の額を確定したので，函館

市バス生活路線維持費補助金交付要綱第９条の規定により通知する。 
 
                    記                      
 
１ 補助金の交付の対象となる事業，補助事業に要する経費および補助金の額は，次のとおり

とする。 

 

補助対象事業 補助事業に要する経費 補助金の額 

地域間幹線系統維持事業 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

円 円 

 
 
２ 次の条件を承知されたい。 

  (1) 次のいずれかに該当するときは，この補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し，

当該取り消しに係る部分に関し，すでに補助金が交付されているときは，期限を定めて，

その返還を命ずることがある。 

  (ｱ) この補助金を他の用途に使用したとき。 

  (ｲ) この補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

  (ｳ) 法令または函館市補助金等交付規則に基づく市長の措置に違反したとき。 

  (ｴ) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

 (2) 補助事業者は，この補助事業について，帳簿その他の関係書類を備え，これを整理して

おくとともに，この補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から５年間保存しな

ければならない。 

 



 別記第６号様式 

 

 
    年度 広域生活交通路線維持費補助金交付決定兼額の確定通知書 

                             
                              函     
                                  年  月  日 
 
          住所 
  補助事業者 
          氏名または団体名 
          および代表者氏名 
 
                       函館市長             印 
 
 

 

      年  月  日付けで申請のあった広域生活交通路線維持費補助金については，

内容精査の結果，次のとおり交付することに決定し，同額で補助金の額を確定したので，函

館市バス生活路線維持費補助金交付要綱第１６条の規定により通知する。 
 
                    記                      
 
１ 補助金の交付の対象となる事業，補助事業に要する経費および補助金の額は，次のとおり

とする。 

 

補助対象事業 補助事業に要する経費 補助金の額 

広域生活交通路線維持事業 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

円 円 

 
 
２ 次の条件を承知されたい。 

  (1) 次のいずれかに該当するときは，この補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し，

当該取り消しに係る部分に関し，すでに補助金が交付されているときは，期限を定めて，

その返還を命ずることがある。 

  (ｱ) この補助金を他の用途に使用したとき。 

  (ｲ) この補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

  (ｳ) 法令または函館市補助金等交付規則に基づく市長の措置に違反したとき。 

  (ｴ) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

 (2) 補助事業者は，この補助事業について，帳簿その他の関係書類を備え，これを整理して

おくとともに，この補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から５年間保存しな

ければならない。 

 

  



別記第７号様式 

 

 
    年度 函館市生活交通路線維持費補助金交付決定兼額の確定通知書 

                             
                              函     
                                  年  月  日 
 
          住所 
  補助事業者 
          氏名または団体名 
          および代表者氏名 
 
                       函館市長             印 
 
 

 

      年  月  日付けで申請のあった函館市生活交通路線維持費補助金について

は，内容精査の結果，次のとおり交付することに決定し，同額で補助金の額を確定したので，

函館市バス生活路線維持費補助金交付要綱第２２条の規定により通知する。 
 
                    記                      
 
１ 補助金の交付の対象となる事業，補助事業に要する経費および補助金の額は，次のとおり

とする。 

 

補助対象事業 補助事業に要する経費 補助金の額 

函館市生活交通路線維持事業 

着手     年  月  日 

完了     年  月  日 

円 円 

 
 
２ 次の条件を承知されたい。 

  (1) 次のいずれかに該当するときは，この補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し，

当該取り消しに係る部分に関し，すでに補助金が交付されているときは，期限を定めて，

その返還を命ずることがある。 

  (ｱ) この補助金を他の用途に使用したとき。 

  (ｲ) この補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

  (ｳ) 法令または函館市補助金等交付規則に基づく市長の措置に違反したとき。 

  (ｴ) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

 (2) 補助事業者は，この補助事業について，帳簿その他の関係書類を備え，これを整理して

おくとともに，この補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から５年間保存しな

ければならない。 

 

 


